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紀
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し
、
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紙
答
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送
付
す
る
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一
及
び
二
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
を
確
認
し
た
結
果
、
御
指
摘
の
事
案
は
、
現
行
の
「
懲
戒
処
分
の
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年

三
月
三
十
一
日
付
け
職
職－

六
八
人
事
院
事
務
総
長
通
知
）
及
び
「
懲
戒
処
分
の
公
表
指
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
十

一
月
十
日
付
け
総
参－

七
八
六
人
事
院
事
務
総
長
通
知
）
の
下
で
は
、
御
指
摘
の
「
外
務
省
在
外
職
員
」
に
対
し
、
懲
戒
免

職
処
分
が
科
さ
れ
、
処
分
に
つ
き
原
則
公
表
さ
れ
、
そ
の
結
果
当
該
職
員
が
特
命
全
権
大
使
と
し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
当

然
不
可
能
と
な
る
性
質
の
事
案
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
を
確
認
し
た
結
果
、
一
連
の
対
応
は
不
適
切
と
は
考
え
て
い
な
い
。


